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◆巻 頭 言◆ 

 

環境立県を目指した半世紀をふりかえって 

 

鳥取県衛生環境研究所長  池 山 恒 平 

 

 

 

本年8月の北日本から西日本各地の豪雨で犠牲になら

れた方々に対し，謹んでご冥福をお祈りするとともに，

ご遺族や被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。 

令和7年度から2年間、全国環境研協議会中国・四国支

部の支部長を務めさせていいただきます鳥取県衛生環境

研究所の池山です。どうぞよろしくお願いいたします。 

さて，鳥取県の環境行政は，公害問題が社会的注目を

集めた1960～70年代に本格化し，本研究所は行政を支え

る分析機関として，水道，温泉等の水質分析のほか，工

場・事業場からの水質・大気の排出実態を科学的に確認

し，公衆衛生の確保に寄与する役割を担ってきました。

当時は立入検査や指導に伴う分析が中心であり「環境を

測る」ことで行政措置の根拠を支える体制が整えられま

した。80年代になると，公害対策から自然環境保全への

関心が高まってきました。例えば中海・湖山池等の閉鎖

性水域では，富栄養化や水質悪化が課題となり，研究所

はモニタリングを通じて，水質保全計画への科学的根拠

を提供してきました。また，県内の降雨成分の分析を通

じて，当時社会的関心を集めていた酸性雨の実態解明に

向けた取り組みが始まりました。90年代には，県内の各

保健所にあった検査室を研究所に統合し，検査の効率化

や研究体制の充実が図られました。 

2000年代になると大きな転機を迎えました。2001年に

締結した「鳥取県と江原道との環境衛生分野における学

術交流に関する覚書」に基づき，韓国江原道保健環境研

究院との間で鳥取県・江原道環境衛生学会を毎年開催し，

両国の友好と学術交流が進展しました。その翌年には研

究所を現在の場所に新築・移転し，調査研究機能の発揮，

環境学習・活動の支援，試験検査精度の信頼性確保を掲

げ，本県の衛生・環境分野での中核機関として新たな幕

開けとなりました。2010年代以降は，試験検査の信頼性

を一層向上させるため，国際標準規格ISO/IEC17025に基

づく品質保証体制を整備しました。これは当時の全国の

地方環境研究所で初めての試みでした。さらに，生態系

・生物多様性の保全，PM2.5，気候変動影響等のように行

政支援の対象は水・大気環境における長期環境リスクや

人への健康影響の領域へと発展しました。このように，

鳥取県衛生環境研究所は科学的な調査・分析・教育等を

通じて本県の環境行政を支え，その成果は現在の持続可

能な地域環境保全の基盤となっております。 

かつて紀元前500～600年頃，古代ギリシアの哲学者テ

レスらによって「万物の根源は水・空気・火・土」と提

唱され，その哲学は欧州では18～19世紀まで長く支持さ

れてきました。水も空気もきれいであると自負する鳥取

県では，これまで独自に，いわゆる地下水保全条例や星

空保全条例を制定し，これらを全力で守ろうとしてまい

りました。かつてテレスが万物の根源とした水や空気と

いった環境を我々は守ることができたのか？と自問する

とともに，本研究所の役割の大きさを改めて感じている

ところです。 

近年は地球規模の気候変動問題に始まり，マイクロプ

ラスチックやPFAS汚染等，水や大気環境を通じて自然環

境や人間活動に対する影響が顕在化しています。こうし

た中，我々は様々な分析や解析の技術を駆使しながら物

質の特定，定量を行うことが求められています。そうし

た意味でも国際水準での品質保証体制の維持は重要であ

り，現在もその認定維持に努めています。また，国立環

境研究所や全国の地方環境研究所との枠組みに積極的に

関与することで，県内に留まらず，国内外の環境問題へ

の理解や課題解決に向けたアプローチの習得等，職員に

対して分析技術者や研究者としての人材育成にも取り組

んできました。これからも本県の環境行政のシンクタン

クとして，社会に問いかけ，地域と行政をつなぐ存在と

して将来の研究所の礎を築きたいと職員とともに日々奮

闘する毎日を過ごしております。そして，今年度から研

究所は環境室と衛生室の2室体制に再編成しました。特に

環境室では主に行政検査を行う水・大気理化学担当と調

査研究，精度管理，環境教育並びに企画調整機能を持つ

環境研究・教育担当に生まれ変わり，新たな研究所の幕

開けとなりました。今後も試行錯誤しながら「環境を守

ることができたのか」と自らに問いかけ、このことに真

摯に向き合っていきたいと考えております。 

最後に，「環境を守るとは何か？」この問いに対して

同じ志を持つ皆様と共に考え，次の半世紀へ手渡したい

と願います。皆様には是非とも鳥取県にお越し頂き，そ

の答えが見いだされたのか確かめて頂ければ幸いです。 
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＜特 集＞PFASの現状と課題 

 

PFASに関する環境省の取り組み 
 

須賀義徳 

（環境省水・大気環境局環境管理課） 

 

 

 

 

 1．はじめに 

 有機フッ素化合物のうち，ペルフルオロアルキル化合

物およびポリフルオロアルキル化合物は総称して「PFAS」

と呼ばれている。国際的に統一された定義はないが，OECD

の報告では少なくとも1つの完全にフッ素化されたメチ

ルまたはメチレン基を含むフッ素化物質と定義され，1万

種類以上の物質があるといわれている（図1）。フッ素原

子を多く含むPFASは耐熱性，耐薬品性，化学的安定性に

加えて，撥水・撥油性，潤滑性を示すものがあり，これ

らの特性を活用し，半世紀以上にわたって，半導体分野，

医療分野（医療機器／医薬品），輸送分野（自動車／航

空機／鉄道），建築／インフラ分野といった産業分野に

おいて，溶剤，界面活性剤，薬液等の配管材料，電線被

覆等の配線材料，O-リング・パッキン等の部材，保護衣

・保護具等のコーティング材料，潤滑剤等の幅広い用途

で使用されてきた。 

 一方で，ペルフルオロオクタンスルホン酸（以下PFOS

と略。）を始めとする一部のPFASは，環境中での残留性，

生物蓄積性等が懸念され，国内外で対応が進められてい

る。 

 環境省では，地域の方々のPFASに対する不安の声など

を受け止め，国内外の環境影響に関する科学的知見及び

対策技術等の継続的な収集を図りつつ，科学的根拠に基

づく対応と国民への分かりやすい情報発信に取り組んで

いる。具体的には，①環境中への新たな排出を抑制する

こと（作らない・出さない），②更なる汚染拡大を防止

すること（広めない），③健康影響を未然に防止するこ

と（目標値等を超える量のPFOS（後述）等を摂取しない），

④リスクコミュニケーションを推進すること（正しく知

る）の4つの柱で，PFASに係る取組を推進している。

                                     

    

    

     

     

     

    

    

     
 
 

 
 
  

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

     

                                                                                                                    

    

     

    

     

     

    

    
     

 
 

        
            
                            

                         
                    
                   
   

                         
           
                         
                 

                         
                     

                               

         

図1 PFASの分類 
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 2．PFASに関する規制 

PFASのうち，PFOS，ペルフルオロオクタン酸（以下PFOA

と略。）およびペルフルオロヘキサンスルホン酸（以下

PFHxSと略。）については，「残留性有機汚染物質に関す

るストックホルム条約（POPs条約）」において，環境中

での残留性，生物蓄積性，人や生物への毒性が高く，長

距離移動性が懸念されるとして，PFOS1は2009年に制限対

象に，PFOA2は2019年に廃絶対象に，PFHxS3は2022年に廃

絶対象にそれぞれ指定された。さらに，2025年4月から5

月に開催されたPOPs条約第12回締約国会議（COP12）にお

いて，新たに長鎖ペルフルオロカルボン酸（以下LC-PFCA

と略。）を同条約の廃絶対象に追加することが決定され

た。  

わが国でも，然るべき手続きを経て，「化学物質の審

査及び製造等の規制に関する法律（化審法）」に基づき，

PFOSは2010年，PFOAは2021年，PFHxSは2024年に第一種特

定化学物質（製造・輸入等が原則禁止）に指定された。

2025年の締約国会議で廃絶対象物質に指定されたLC-

PFCAについても，厚生労働省，経済産業省，環境省の3省

合同会合において，第一種特定化学物質への指定が適当

 
1 塩およびペルフルオロオクタンスルホニルフルオリド

も含む。 
2 塩およびPFOA関連物質も含む。国内では，PFOA関連物

質（環境中でPFOAを生成する物質）は2025年に規制され

であると結論づけられたところである。 

なお，すべてのPFASについて有害性等があると確認さ

れているわけではない。 

一方で，環境中には，主に過去にさまざまな形で排出

されたPFOS，PFOA等が残存しており，公共用水域（河川，

湖沼および海域）や地下水から検出される。このため，

後述する水道水や公共用水域・地下水における基準値等

を設定し，健康リスク低減のための取組を強化してきた。

  

 3．PFOS等を含有する泡消火薬剤の管理の強化 

前述のとおり，わが国では，すでに化審法に基づき，

PFOSは2010年，PFOAは2021年，PFHxSは2024年に製造・輸

入等が原則禁止されているが，規制される前に製造され

たPFOS等を含有する泡消火剤の一部が現在も残存してい

る。代表的なものとして，消防機関のほか，石油コンビ

ナート，空港などの施設の消火装置で使用される泡消火

薬剤があるが，国が定めた基準に従って，漏れることの

ないよう保管し，万が一漏れた場合には回収する等，厳

格な管理が義務付けられるとともに，その代替が進めら

れている。 

た。 
3 塩およびPFHxS関連物質（環境中でPFHxSを生成する物

質）も含む。国内では，PFHxS関連物質は改正作業中。 

                
              
                
             
                     
          

                
         

               
              
         

              
                 
                 

                 
               
                 
              
 

               
              
         

               
                
          

                 
              
              
                

                
              
              
       

                                                                
                

                       
                                      

           
      

             
           

          
        

                
       

                                                     
                          

                                                      
                             

             

                         

図2 PFAS対策の基本的方向性 
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PFOSやPFOAを含有する泡消火薬剤を廃棄物として処理

する場合には，PFOS含有廃棄物又はPFOA含有廃棄物とし

て，「PFOS及びPFOA含有廃棄物の処理に関する技術的留

意事項」1)（2022年9月環境省環境再生・資源循環局廃棄

物規制課）を踏まえて，適正に取り扱う必要がある。同

技術的留意事項では，分解処理に当たってはPFOSおよび

PFOAの分解効率が99.999 ％以上であること等を確認す

ること，焼却施設にあっては燃焼ガス温度（PFOS含有廃

棄物は約850度以上，PFOA含有廃棄物は約1,000度以上（約

1,100度以上を推奨））や滞留時間（2秒以上）等の要件

を備えた燃焼室が設けられていることなどを示している。 

さらに，環境省では，PFOS等を含有する泡消火薬剤に

ついて，4年ごとに全国の在庫量を把握するための調査を

実施しており，2024年度の全国のPFOS含有泡消火薬剤の

合計量は，前回の2020年度の調査時338.8万Lから約45 ％

減少し，185.0万Lであった。今後も引き続き，関係省庁

および関係団体と連携し，PFOS等を含有する泡消火薬剤

の把握，代替促進等の施策を推進していくこととしてい

る。 

 

 4．国内での検出状況および対応 

環境省では，昭和49（1974）年度から化学物質環境実

態調査を実施し，自治体と連携して環境中における化学

物質の存在状況の把握に努めている（開始当時の調査名

は「化学物質環境調査」）。2009年にPFOSおよびPFOAを，

2018年度にPFHxSを調査化合物リストに加え，同一の測定

点において水質（河川等の公共用水域）等が測定される

こととなった2)。 

PFOSおよびPFOAについては，2013年に要調査項目に追

加され、毒性情報や水環境中の存在状況実態調査等を通

じた新たな知見の収集が行われた。2020年には，水環境

中における検出状況について引き続き注視する必要があ

ることから、要監視項目に指定するに至り，2019年度お

よび2020年度の全国存在状況把握調査に続き，地域の実

情に応じて，関係自治体においてモニタリングを実施し

ていただいている。関係自治体における公共用水域およ

び地下水の測定結果については，毎年環境省がとりまと

め，公表しており，2023年度の結果については図3を参照

いただきたい3)。 

なお，指針値の超過が確認された地点については，超

過した水が飲用に供されないよう，都道府県等において

必要に応じ，当該井戸の所有者等に対して指導・助言等

を行うなど，環境省が対応の参考となるよう作成した 

「PFOS及びPFOAに関する対応の手引き」4)に基づいた対応

が行われている。同手引きについては，2024年11月に改

定を行い，飲用ばく露防止を徹底することに加え，健康

影響等に関する情報発信についての記述を新たに設けた。

併せて，公共用水域および地下水におけるPFOSおよび

PFOAの水質測定については，地方自治体に対して，排出

源となり得る施設が立地している地域や，過去に指針値

                                                    

                          

                                                  
                             

                                               

                  

                                         

                                       

                                  

                    

                      

                     

                      

                                                   

                                  

                                

                          
                            

図3 2023年度における水環境での検出状況 
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を超える値でPFOS等が検出された地域などにおける調査

の充実を検討いただきたいこと，飲用によるばく露の防

止に資するため，特に水道水の取水が行われている地域

や地下水の飲用が行われている地域の周辺における水質

測定を充実させることが重要と考えられることなどを示

した。 

このほか，環境省では，使用済み活性炭の不適切な管

理からPFOS等の流出が起きたと考えられる事案が起きた

ことを踏まえ，活性炭の取扱い実態に関する調査を行っ

た上で，2025年3月に暫定目標値等を超過する濃度のPFOS

等を含む水の処理に用いた使用済活性炭の適切な保管等

についての留意事項を整理し，都道府県等に通知5)を行っ

た。 

水道水に関しては2020年4月にPFOS及びPFOAを水質管

理目標設定項目に位置づけ，暫定目標値として合算で50 

ng/Lが設定された（注：後述のとおり，2026年4月には水

質基準として施行される予定）。さらに，国土交通省と

環境省が共同で，水道施設におけるPFOS及びPFOAの検出

状況等を把握するため，水道事業，水道用水供給事業及

び専用水道を対象に，水道におけるPFOS及びPFOAに関す

る調査を行っている。2024年度の調査においては，検査

を行ったことがある水道事業のうち，PFOS及びPFOAの暫

定目標値（50 ng/L）を超過した事業数は，2020年度は 11

事業あったが，2024年9月30日時点では0事業であった6)。

また，専用水道においては，検査を行ったことがある設

置者のうち，暫定目標値の超過を確認した専用水道数は

42であった。一部の専用水道では，設置者に対する指導

が引き続き行われているが，超過した専用水道の多くで

は，水道水への切り替え等の対応措置が取られている。

さらに，国土交通省及び環境省では，2024年度の調査後

の状況把握や，検査未実施の水道事業者等の水質検査実

施を目的として，2025年5月からフォローアップ調査を実

施している。 

 

 5．水道水および公共用水域・地下水における目

標値等の設定 

前述のとおり，2020年に，PFOSおよびPFOAを水道水に

おける水質管理目標設定項目に位置付け，暫定目標値

（PFOSおよびPFOAの合算値で50 ng/L以下）を設定したが，

その後，内閣府食品安全委員会が2024年6月に「有機フッ

素化合物（PFAS）に関する食品健康影響評価書」7)を公表

したことを受けて，同年7月より，水道水におけるPFOSお

よびPFOAの目標値等の見直しについて，専門家による議

論が開始された。その後，2025年4月に中央環境審議会水

環境・土壌農薬部会水道水質・衛生管理小委員会におい

て，水道における水質基準への引き上げ等に関する方向

 
4 塩も含む。 

性が取りまとめられ，5月には中央環境審議会会長より答

申された。環境省では，本答申を受け，6月，水道におけ

る水質基準への引き上げ等に係る省令改正8)を行った。こ

れにより，2026年4月から水道事業者等に水質検査や基準

遵守が義務付けられることとなる。 

また，公共用水域・地下水におけるPFOSおよびPFOAに

ついても，2020年に要監視項目に位置付け，指針値（暫

定）（PFOSおよびPFOAの合算値で50 ng/L以下）が設定さ

れていたところであるが，水道に係る省令改正と同様，

2025年6月に，同数値で「指針値（暫定）」を「指針値」

とする旨の通知9)を発出した。この通知では，PFOSおよび

PFOAに係る水質測定計画の検討に当たり，水道水の取水

が行われている地域については水道事業者・水道用水供

給事業者や都道府県水道行政担当部局が把握・公表して

いる情報を，また，飲用井戸の設置場所等については都

道府県および市が把握している情報をそれぞれ活用する

ことが考えられる旨を示すとともに，指針値を超過した

場合の情報共有が適時適切に行われることが重要である

ことから，適宜，これら関係者との連携について留意す

るようお願いしている。 

このほか，PFOS4およびPFOA5は，事故等によって環境中

に多量に排出された場合に人の健康への悪影響が懸念さ

れる物質として，水質汚濁防止法で定める「指定物質」

に追加された（2023年2月）。これにより，事故等により

指定物質を貯蔵等している施設（指定施設）から公共用

水域等に流出した場合，指定施設の設置者は，汚染が広

がらないよう応急の措置を講じ，講じた内容等を都道府

県知事に届け出ることが義務付けられることになった。

また，事故時のみならず，消火活動によるPFOS等含有泡

消火薬剤の使用に伴ってPFOS等が公共用水域等に流出し

た場合についても，その流出状況等について関係自治体

に情報提供するよう協力を依頼している。 

 

 6．さらなる科学的知見・技術的知見の収集 

PFASに係る科学的知見は国内外を問わず十分とはいえ

ないことから，環境省では，さらなる科学的知見の集積

に向けた調査や研究も進めている。 

その１つとして，PFAS一斉分析法の開発に向けた検討

がある。現在，環境省は，国内水環境におけるPFOS，PFOA

およびPFHxSに係る測定方法を公表しているが，それ以外

のPFASについては，統一的な測定方法が設定されていな

い。そこで環境省では，2023年9月より，PFAS一斉分析法

の開発に向けた検討を行っている。具体的には，PFASの

うち，国外の測定方法であるEPA Method 1633およびISO 

21675で測定可能な計44項目を測定対象とし，国内の多様

な水試料における，定量下限値，回収率，分析精度，分

5 塩も含む。 
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析費用等の課題を検討しているところである。 

その他にも，環境研究総合推進費を活用した「環境中

PFASの包括的評価を目指した総PFASスクリーニング測定

技術の開発」（2024～2026年度），「廃棄物の処理・処分

・再資源化の段階におけるPFASの包括的な評価・管理の

ためのモニタリング／モデリング手法の開発と応用」

（2024～2026年度），「最終処分場浸出水等に含まれる

POPs等の排出機構の解明とリスク低減技術の開発」（2023

～2025年度），「環境動態モデルと実測による規制・未

規制PFASの包括的な水道水源水質管理戦略と水質監視手

法の構築」（2025～2027年度），「PFASの排出源推定と

分布予測を可能とする広域地下水流動モデルの創出」

（2025～2027年度），「PFAS含有廃棄物等に対する適正

なリサイクル技術・システムの構築に関する研究」（2025

～2027年度）等の研究が進められている。 

また，環境省では，2025年度，環境中で検出されたPFOS

等の濃度低減のための効果的な対策技術に関する知見を

充実させることを目的として，PFOS等の濃度低減のため

の対策技術の実証事業を実施している。具体的には3サイ

ト（土壌1地点，排水2地点）の関係者の協力を得て，4月

から5月にかけて低減対策技術に関する公募を実施した。

延べ74件（50社）の応募があり，その中から計9件（8社）

を実証対象技術として選定10)し，7月に公表を行った。選

定した対策技術を図4に示す。 

図4から分かるとおり，土壌に関しては熱分解，分級洗

浄，固化・安定化，排水に関しては活性炭（再生含む）, 

イオン交換樹脂，泡沫分離，プラズマ，超音波，エマル

ション，光分解といった技術について，現在，実証事業

を進めている（技術の組み合わせを含む。）。実証事業

を通して得られた知見については，地方自治体等にも広

く共有していく予定である。 

 

 7．健康影響に関する調査・研究およびリスクコ

ミュニケーション  

前述の分析，環境動態，濃度低減技術等に関する知見

に加え，健康影響についても不明な点が多く，科学的知

見の充実が求められていることから，環境省では，環境

研究総合推進費を活用した研究，「子どもの健康と環境

に関する全国調査（エコチル調査）」，「化学物質の人

へのばく露量モニタリング調査」など科学的に評価可能

な疫学調査や研究を進めている。また，2024年度からは，

水道水質基準や水環境の指針値が設定されているPFOSお

よびPFOA以外のPFASについて，リスク管理を行う優先度

が高い物質を抽出するために必要な有害性やその定量的

な把握手法に関する研究として，「PFASに関する総合研

究」に取り組んでいる。3課題について，2026年度までの

3年間にわたって研究を行うこととしている。 

さらに，環境省では，関係者による円滑なリスクコミ

ュニケーションを促進するために，4つの取組を行ってい

る。１つ目は「PFOS，PFOAに関するQ&A集」11)の作成であ

図4 実証化事業一覧 
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る。令和5年に，PFASに関する総合戦略検討専門家会議の

監修の下，その時点の科学的知見等に基づいたQ＆A集の

作成を行った。２つ目として，令和6年に，リスクコミュ

ニケーションツールとして，自治体の窓口でお渡しする

ことが可能なリーフレットを作成した12)。 

3つ目に，令和7年3月，地域でのさらなるリスクコミュ

ニケーション促進のため，自治体担当者向けにPFASに関

する基礎知識，環境中の存在状況，人の健康への評価，

PFASへの対応などの情報をまとめた「PFASハンドブック」
13)（図5）を作成した。 

さらには，4つ目として，環境省ホームページ上にこう

したPFASに関連する資料等をとりまとめたポータルサイ

ト14)を整備するとともに，今般の水道水質基準に関する

省令の改正等に係る関連資料15)についても掲載したとこ

ろであり，引き続き，自治体等の方々のリスクコミュニ

ケーションに活用できるようなツールの充実や分かりや

すい情報発信に努めていく考えである。  

 

 8．おわりに 

PFASについては，その時点の最新の知見に基づく健康

リスク低減のための取組が行われてきた。環境省として

は，関係省庁とも連携し，研究やモニタリング等によっ

て科学的知見・技術的知見の収集に取り組むとともに，

さらなる対応の充実や正確で分かりやすい情報発信に努

めていく考えである。 
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＜特 集＞PFASの現状と課題 

 

廃棄物・資源循環分野におけるPFAS対策の現状と課題 
 

―PFAS含有廃棄物の熱処理及びそれに係る分析を中心に― 

 

倉持秀敏・島田雄嗣・松神秀徳 

（国立環境研究所資源循環領域） 

 

 

 

1．はじめに 

有 機 フ ッ 素 化 合 物 （ 以 下 PFAS ， Per- and 

polyfluoroalkyl substancesの略）は，その定義1)上1万

種以上となるが，後述するように現在環境汚染として関

心の高い物質群は Perfluoroalkyl sulfonic acids 

（PFSA）もしくはPerfluoroalkyl carboxylic acids

（PFCA）である。PFSAもしくはPFCAは，分子内に親油性

と親水性の両方の官能基を有することから（図1の化学

式例を参照），撥水・撥油性に優れ，また非常に高い結

合エネルギーのC―F結合を有することにより熱化学的

安定性にも優れ，1940年代以降今日に至るまで様々な製

品に使用されてきた2)。しかし，これらの特性は環境的

側面でみると，水系へ移動しやすく，また残留性が高い

ことが予想される。これらの特性に加えて生物蓄積性や

有害性を有する物質は我々人間を含む生態系に長期的

かつ重大な悪影響を与える可能性があるため，そのよう

な物質はストックホルム条約においてその利用の禁止

や制限がなされる残留性有機汚染物質（ POPs，

Persistent organic pollutantsの略）として規制対象

物質に登録されてきた。2009年以降，4種のPFASとその

塩及び関連物質（前駆物質と呼ばれ，環境中で上記4種

のPFASへ変換される物質）が登録された。特にPFOS

（ Perfluorootane sulfonic acid ） や PFOA

（Perfluorooctanoic acid）はよく知られ，この二つの

単語が連日ニュースにて聞く状況にある。これらの物質

は幅広い用途に使用されてきたが，当然のことながら製

品の寿命を終えて廃棄物となって廃棄物処理・処分もし

くはリサイクル過程に同伴される。近年，廃棄物やその

処分から生じるPFOS及びPFOA等の汚染も大きな話題で

ある。本寄稿では，廃棄物・資源循環分野に焦点を当て，

PFAS対策の現状や今後の課題を述べる。なお，筆者らの

専門は，熱処理や環境分析であることから，これらに関

する内容になることをご容赦願いたい。 

 

2．PFASの分類と管理に向けた対象物質 

廃棄物・資源循環分野におけるPFAS対策を紹介する前

に，PFASの定義と分類及び管理に向けた対象物質を概説

する。まず定義であるが，OECDの文書1)によると，PFAS

は，完全にフッ素化されたメチル又はメチレン基（-CF3

又は-CF2，ただしフッ素が結合している炭素原子にH，

Cl，Br，Iの原子が結合していないもの）を少なくとも1

つ含むフッ素化物質とされる。 

 次に，PFASの分類を図1にその例を示す。まず非ポリ

マーとポリマーに分類される。非ポリマーでは，炭素数

と官能基を含む構造の違いで分類される。前者の分類で

は，炭素数の1-3，4-7，8以上は，それぞれ超短鎖，短

 

図1 ペルフルオロアルキル化合物及びポリフルオロアルキル化合物（PFAS）の分類 
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鎖，長鎖PFASと分類される2)。後者ではまずペルフルオ

ロアルキル物質（炭素がすべてフッ素化された物質，例

えばPFOA）とポリフルオロアルキル物質（炭素のすべて

がフッ素化されたわけではない物質，例えば，PFOAのカ

ルボキシル基とフッ素化された炭素鎖の間にCH2CH2があ

る，8:2 fluorotelomer alcohol（FTOH））に分類され

る。さらに，それぞれの分類において官能基ごとに分類

され，先述したPFCAやPFSA等のように分類される。 

なお，本分類はすべてを網羅しているわけではなく，規

制値を有するPFAS，それと類縁構造を持つPFAS，またそ

れらの前駆物質を含めた管理対象となる，もしくはなり

うるPFASを意識している点に注意されたい。管理対象と

なりうるPFASは，まず国内において令和8年度に水質基

準に格上げされるPFOSやPFOA（合算で50 ng/L以下）3)，

他国において規制対象となりつつ，かつ国内にて要調査

項目にされている7種のPFAS4)，さらには海外動向も踏ま

えてISO 216755)やアメリカ環境保護庁（US―EPA）

Method 1633a6)にて水質，さらには土壌，汚泥等の濃度

を評価するために分析されているPFASが対象物質として

考えられ，略語ではあるが表1に44物質を示す。 

 

表1 管理対象となりうるPFAS一覧（略語標記， 

目的によっては不十分であることに留意） 

優先順位 PFAS 

水質基準項目 

（令和8年度4月〜） 
PFOS，PFOA 

要調査項目 

 

PFHxS，PFBS，PFBA，PFPeA，PFHxA，PFHpA，PFNA，

HFPO-DA（Gen X） 

そ の

他 

US-EPA 

Method 

1633aの対象 

PFBA，PFPeA，PFHxA，PFHpA，PFOA，PFNA，PFDA，

PFUnA，PFDoA，PFTrDA，PFTeDA，PFBS，PFPeS，

PFHxS，PFHpS，FOS，PFNS，PFDS，PFDoS，4:2FTS，

6:2FTS，8:2FTS，PFOSA，NMeFOSA，NEtFOSA，

NMeFOSAA，NEtFOSAA，NMeFOSE，NEtFOSE，HFPO-

DA，ADONA，PFMPA，PFMBA，NFDHA，9Cl-PF3ONS，

11Cl-PF3OUdS，PFEESA，3:3 FTCA，5:3 FTCA，7:3 

FTCA 

上記に入ら

ず，ISO 

21675で対象 

PFHxDA，PFOcDA，8:2 diPAP，8:2 FTUCA 

正式な物質名は引用文献5)と6)を参照 

 

ただし，我々のフッ素系撥水剤中のPFAS濃度分析や廃

棄物リサイクル施設におけるPFAS濃度実態に関する研究

成果7,8)を踏まえると，表１のリストでは前駆物質への

対応については不十分であり，例えば6:2や8:2 FTOH

類，N-MeFBSE(N-methylperfluorobutane sulfonamide 

ethanol)等を含めて，目的ごとに拡張が必要と考えられ

る。表2に，欧州化学品庁（ECHA）の文書9)からのPFOAと

その関連物質(前駆物質)の用途と使用量の抜粋を示す。

前駆物質の使用量が桁違いに多く，繊維や紙に利用され

ていることから，前駆物質の主要発生源の一つは撥水・

撥油剤と推定される。またWeitzらの総説10)でも同様な

製品等に先述の前駆物質の濃度が高いことが示唆されて

いる。このような使用量や用途及び濃度を基に，対象物

質を分野によって見直すことも必要である。さらに，製

品によって社会にストックされる時間が異なることか

ら，時間遅れで廃棄物が排出されるという点も留意する

必要がある。例えば，紙ごみや廃繊維中のPFAS濃度を分

析すると，紙ごみではPFOA前駆物質である8:2 FTOHは低

く，その代替である6:2 FTOHの濃度が高く，現状の使用

実態を反映していると言える。一方廃繊維では8:2 FTOH

の濃度が高く，繊維類は我々の生活において長くストッ

クされると言える11)。なお，8:2 FTOHのPFOAへの変換に

ついては，微生物による変換や大気における変換等は先

述のECHAの文書9)にも記載があり，参考にされたい。 

一方で，ポリマーにおいては，側鎖フッ素化ポリマー

（Side-chain fluorinated polymer（SCFP））と，

Polytetrafluoroethylene（PTFE）に代表されるフルオ

ロポリマーに分類される。OECDの文書12)によると，SCFP

はさらにアクリレート型やウレタン型などの6種類ほど

に分類されている。SCFPは，例えばPFOAの前駆物質であ

る8:2 FTOHを側鎖として含有しており，光や熱等によっ

て側鎖の結合が分解され13)，8:2 FTOHが放出される。し

たがって，SCFPの劣化に伴う前駆物質の環境排出にも留

意すべきである。今は非ポリマー型のPFASに関心が高く

モニタリングされているが，OECDの文書12)やEvichらの

論文14)ではポリマー型PFASの生産量が多いことから， 

 

表2 PFOA及びその関連物質の用途及び使用量12) 

分類 分野，業種 EUにおける使用量（t） 

PFOA関連物質 

繊維及び皮革 1,000 

紙 ＞150-200 

消火剤 ＞50-100 

塗料及びインク ＞50-100 

その他の用途 ＞0.1-0.5 

PFOAとその塩 

フッ素ポリマーの製造 ＜20 

写真産業 1.0 

半導体産業 ＜0.05 

その他 の用途 0.5-1.5 

 

今後はこれらのポリマー型PFASを管理する必要があるの

か，また必要があればその管理方策とは何かを検討すべ

きであろう。筆者らも共同研究者と共に，一部の物質に

ついては，それらの物質フローを整備しており，廃棄物

処理やリサイクルにおけるPFASの排出量がその環境濃度

にどの程度のインパクトを与えるのかを研究していると

ころである。 
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3．熱処理に関する現状と課題 

2009年にPFOSがPFASとして初めてPOPsに登録され，国

内では化審法にて第―種特定化学物質に指定された後に，

PFOS含有廃棄物の適正な処理を確保するために必要な技

術的留意事項が2011年に環境省から発出された。その後

2019年にはPFOAがPOPsに登録されたことを受けて当該技

術的留意事項も改訂され，現在の「PFOS及びPFOA含有廃

棄物の処理に関する技術的留意事項」15)（以下，技術的留

意事項）として発出されている。本留意事項には，廃棄

物の保管，収集，運搬，分解処理が解説され，また参考

資料として，分解効率の算出方法，管理目標値設定の考

え方，分解実証試験の結果概要，廃棄物の採取・方法等

も整備されている。 

 分解処理方法としては，環境に長期的かつ重大な影響

を与えうるPOPsであるが故に十分に分解，すなわち破壊

もしくは不可逆的な変換が求められる。したがって，実

機にて分解確認試験を行なって，PFOS等及びPFOA等の分

解効率（=[1-PFOS等もしくはPFOA等の総排出量/PFOS等も

しくはPFOA等の総投入量]×100）が99.999%（ファイブ（5）

ナイン）以上であること，管理目標値（例として，記載

されている処理シナリオにおける値： 排ガス中濃度は60 

ng/m3N，廃水中濃度は1.0 µg/L，残さ中濃度は5.0 µg/kg）

を満たすことを確認する必要がある。また，この分解効

率はBasel条約の共通テクニカルガイドラインにおいて

も同様で，POPs含有廃棄物の環境上適正な管理としてこ

の分解効率が処理の性能指標となっている16）。現時点で

は，焼却処理は実績があり，かつマッシブに処理できる

技術として有用であり，この分解効率を達成するために

は，運転条件は，PFOS含有廃棄物の場合には850℃以上，

PFOA含有廃棄物の場合には1,000℃以上（約1,100℃以上

を推奨）とされる。なお，滞留時間は2秒以上とする。た

だし，分解効率と管理目標値を満たす技術であれば，上

記の以外の条件も排除するものではないことに注意され

たい。また，技術的留意事項15)には，実証試験結果の概

要，すなわち焼却炉方式，処理能力・条件，試験試料中

のPFOSもしくはPFOAの濃度，それらの排出量，各媒体へ

の分配率，分解効率及び分解除去効率が記載されている

ことから，これから分解性能を確認される企業・自治体

の方は参考にされたい。 

先述したように，POPsとして登録されているPFASは4

種類あることから，PFOS及びPFOAに加えて，残りの

Perfluorohexane sulfonic acid（PFHxS）と長鎖PFCA（LC-

PFCA， 炭素数が9〜21）の処理についても同様の分解効

率が求められるであろう。LC-PFCAについては，筆者らの

グループにおいて，炭素数が9のPerfluorononanoic acid

（PFNA）を対象に，図2に示すような回転式表面溶融炉を

用いて分解試験を実施しており，予備試験を含めて2回の

分解試験を行った。溶融処理は，焼却処理よりも500℃程

度高い熱処理で，焼却処理では燃え殻となるごみ中の灰

分は溶融状態になり，急冷されてスラグ化（固化）され

る。スラグは，土木資材や，リンを豊富に含む下水汚泥

由来であれば肥料代替として利用されうる。一方，金属

分も同時に分離回収されることから，溶融処理は高温の

リサイクル処理と位置付けられる。米国では，下水汚泥

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図2 回転式表面溶融炉の概略（左)及びその施設概要（右)18) 

 

表3  PFNA及びPFHxSに対する溶融処理による分解試験結果18,19) 
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のPFAS汚染に関心が高く，一部の州では下水汚泥の土地

や農地への利用が禁止または制限されている17)。このよ

うな汚泥利用禁止に対する解決策として溶融処理は期待

されている。PFNAについては予備的分解試験の分析を終

え，平戸らが学会で報告しており18)，その結果を表3に示

す。PFNA試薬を添加して投入濃度を64,000 ng/gとして溶

融処理を行った結果，排ガス中のPFNA濃度は検出下限未

満（<0.4 ng/m3N），飛灰（ばいじん）中のPFNA濃度は0.27 

ng/gとなり，結果として分解効率は99.9999%以上となっ

た。PFHxSについては，瀬尾らがPFOS及びPFOAを含めて溶

融炉（上記とは別形式）を用いた分解試験を行っている
19)。表3にはPFHxSの分解試験結果を示す。PFHxSの分解率

はPFOSやPFOAと同様に高い分解効率（99.9999%以上）が

達成され，溶融処理は，PFOSとPFOAに加えて，PFHxS及び

PFNAを高度に分解できると判断される。PFNAの分解試験

では，飛灰中のPFNA濃度が高くなった。Liuらの廃棄物焼

却施設における調査20)においても，主灰（炉底から排出

される燃え殻）よりも飛灰におけるPFCA濃度が高い傾向

にあった。しかし，その調査では，PFSAについては逆に

主灰における濃度が高くなることが報告されている。溶

融においてもこのような差が生じるかどうかも今後調査

する予定である。また，この差が生じる原因を明らかに

するために，筆者らは，PFASのアルキル鎖長や官能基だ

けでなく，塩の形態も含めた構造変化がPFASの熱処理挙

動に与える影響を体系的に理解するための研究に着手し

たところである21)。 

分解確認試験では，高度な分解効率を算出するために

PFAS濃度が高い廃棄物が必要となる。この種の廃棄物の

入手が困難であることから，分解確認試験の実施が滞っ

ている状況もある。なお，技術的留意事項15)にもこの懸

念に関する記載があり，必ずしも分解効率について5ナイ

ン以上に拘らないという解説もある。しかしながら，5ナ

イン以上という定量的値は，処理業者や処理を委託する

業者にとって一定の価値があり，その定量値を出すこと

のニーズは高い。そこで，排ガスの濃度から適正な処理

を評価するような仕組みも必要ではないかと考えられる。

例えば，Hofmanらは，ベルギーの焼却施設における排ガ

ス中の PFOAと PFOSの濃度はそれぞれを 2.2〜 482.2 

ng/Nm3（11%O2換算）と1.3〜32.4 ng/Nm3（11%O2換算）と

報告し，これらの値はオランダの排出基準値（PFOA：1 

mg/m3，PFOS:0.05 mg/m3）よりも低く，さらに拡散モデル

の計算では，フランドル地域の慢性曝露の閾値（PFOA，

PFOS，PFHxS，PFNAの合計で0.3 ng/m3）を超過しないと論

じている2)。なお，直接曝露につながる大気中の濃度と排

ガス中の濃度では，リスクの考え方が異なる点は注意さ

れたい。排ガスは煙突出口で大気により5万倍程度に希釈

されることもあるからである22)。先述のオランダの排出

基準値と曝露の閾値には何桁もギャップが生じている点

は，このような理由と予想される。ちなみに，日本の技

術的留意事項15)にある分解試験結果の排ガス中のPFAS濃

度（PFOA:0.70〜1.7 ng/m3，PFOS:<0.5〜<0.83 ng/m3）や

スウェーデンの焼却施設のPFAS濃度（PFOA:0.3 ng/m3，

PFOS:0.02 ng/m3）23）は先述のベルギーの施設における濃

度よりもかなり低い値であった。また，日本の大気中の

濃度（PFOA:4.27〜13.9 pg/m3，PFOS:29.3〜37.8 pg/m3）
24)と比較すると，上記の排ガス中濃度は高い値ではある

が，先述の希釈率を踏まえると排ガス中濃度が大気中濃

度へ与えるインパクトは極めて小さいと推察される。ま

た一方，基準値は国や地域で異なり，米国では国内基準

ではないが，8州でPFASについて大気中濃度に関するガイ

ダンス値や規制値がある25）。また，ミシガン州では，リ

スクアセスメントスクリーニングレベルとしてPFOA，

PFOSに対して大気へ排出量が設定されており，それらの

合算が70 ng/m3未満とされる26)。本稿で引用した国内の

分解確認試験15,18,19)やスウェーデンの調査23)では，いずれ

も米国3州の規制値（表4参照）よりも低い濃度であった。

このような基準値との比較で安全性を示す例は他のリサ

イクル施設でも応用されている。例えば，米国の廃活性

炭再生施設の調査では，最高温度954℃の還元雰囲気によ

る再生条件において，表5のような良好なPFAS分解除去性

能が得られ，分解率は99.999%まで達成していないものの，

同等な高いPFOA分解除去率と排ガス中のPFOAやPFOS等濃

度が表4の米国の規制基準値やガイダンス値を下回るこ

とを示し，当該施設がPFASを適正に分解処理できること

を報告している27)。実際に，米国においては同施設を所

有する会社では，PFAS含有の廃活性炭を商業的に再生し

ている。筆者らの国内の廃活性炭再生業者へのヒアリン

グによると，国内の再生施設においても米国と同等レベ

ルの処理が可能と予想される。現在，実施設とともに同

様な調査を計画したところで，実施設でのPFASの分解率

等を明らかにして，廃活性炭再生の安全性を示すことが

できればと考えている。 

 

表4 大気に係るPFAS濃度の規制値及びガイダンス値 

 

 

州 濃度基準 （ng/m3） 備考 

ミシガン26,27) 
PFOA + PFOS < 70（合算値）, 6:2 

FTS < 1,000 

スクリーニ

ングレベル 

ウィスコンシン25) AFPO（PFOAアンモニウム塩） < 240  

ニューハンプシャ

ー25,27) 

AFPO < 50 （24時間日平均）もし

くは < 24（1年平均） 

大気限度濃

度 

ミネソタ25,27) 

PFOA < 63, PFOS < 11, PFBA < 

10,000, PFHxA < 1,000, PFHxS < 

34  

大気指導値 
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表5 米国の廃活性炭再生施設における 

PFAS分解除去性能の一例22) 

 PFOS PFOA PFHxS PFNA 

廃活性炭中の

濃度（ng/g） 

6,700-

16,000 

5,800-

11,000 

5,900-

33,000 
53-88 

再生炭中の濃

度 （ng/g） 
<0.58 <0.58 <0.58 <0.58 

排ガス中濃度 

（ng/m3） 
4.4 27.5 不検出 記載無し 

再生炉の分解

率 % 
99.996%* 99.996%* 99.989%† 99.989%† 

*: PFOS+PFOA+GenX+PFBSの合計，†:36種類PFASの合計 

 

4．分析に係る現状と課題 

PFAS含有廃棄物の処理において，PFAS濃度実態の把握，

PFASの分解率の算出等の安全性評価を行うには，信頼性

の高い分析基盤が不可欠である。技術的留意事項13)には，

排ガス採取法，固体試料からの抽出法，化学分析法の解

説があるが，国内外において，留意事項とは違う方法が

発出され，準公定法や公定法となっている。それらの状

況と今後の課題を述べる。 

まず，排ガス採取法であるが，図3に技術的留意事項15)

とUS―EPAのOther Test Method（OTM）−4528)の排ガス採

取法の概略を示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3 技術的留意事項15)の排ガス採取法（上）と 

OTM-4528)の排ガス採取法（下）の概略図 

 

まず前提として，前者ではPFOS及びPFOAが対象となり，

後者では表1のMethod 1633aのPFASを含む49種類を対象

としている。それゆえ，OTM−45では明らかにサンプリン

グトレインが複雑化し，XAD−2のような吸着剤も配置さ

れている。今後，他のPFASの分析も行うのであれば，技

術的留意事項15)の排ガス採取法に吸着剤などの追加も必

要であろう。Björklundらも，焼却施設の排ガス採取にお

いては，技術的留意事項15)と類似のインピンジャートレ

インの後に吸着剤を配置して，18種類のPFASを分析して

いる23)。もしOTM−45を採用するのであれば，注意すべき

点がある。HofmanらはOTM−45について，テフロンによる

ブランク汚染や湿度による長鎖PFSAの回収率低下等の損

失を指摘している2)。また実務上，OTM−45の作業量及び作

業時間は，技術的留意事項15)よりもかなり多くかつ長い

ことから，作業量についても注意されたい。米国では，

別の30種類の揮発性PFASや前駆物質であるFTOH類等の

PFASに対して，それぞれOTM−50や55の開発も進められて

いる。OTM−50については，すでに公表されている29）。こ

のように排ガス採取方法の開発が進んでいる背景として，

燃焼によってPFASを完全に無機フッ素と二酸化炭素にで

きれば良いが，実際は困難であり，副生成物（PICs: 

Products of incomplete combustion の略）が生成する。

PICsが規制されるPFASの前駆物質へ変換される可能性や

温暖化係数の極めて高いフルオロカーボンとなる懸念が

ある10)。PICsへの対策の判断も視野に入れていると予想

される。なお，OTM-50になると，排ガスをキャニスター

で捕集する点や30種類のPFASの分析方法も異なることか

ら，新たな装置や分析標準試薬の準備を含めて従来法と

の差異に留意する必要がある。 

次に，固体試料からの抽出法については，いくつかの

方法を表6に整理する。基本的には共通部分がありつつも，

抽出溶媒に添加する試薬や抽出・前処理に係る操作が異

なる。平尾らや佐多平は，表6のような抽出法の違いが活

性炭からのPFASの回収率に大きな影響を及ぼすことを報

告しており，また一部の長鎖PFASやペルフルオロオクタ

ンスルホン酸アミド等については回収率に問題があるこ

とも指摘している32,33)。したがって，対象となる固体や焦

点を当てるPFASによっては改良の必要があることにも注

意されたい。また，複数の抽出法があると，分析現場に

おける抽出法の選定に混乱を生じさせる可能性がある。

今後の課題として，このような混乱が生じないように抽

出法に関しては統合的な作業も必要ではないかと考えら

れる。 

ここまで，PFASの分解を評価するために必要な分析基

盤を論じてきたが，分解処理の究極の目標は，先述した

ように完全な無機フッ素化，すなわち鉱物化である。
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Smithらも指摘しているが34)，分解対象PFASのC―Fの結合

が一つでも分解できれば，それは分解であり，分解率を

100%に近づけることは比較的容易であるが，一方で完全

な鉱物化はC―F結合をすべて破壊し，無機塩にすること

を意味する。これを確認するには，フッ素も分析してフ

ッ素の物質収支を取る必要がある。しかしながら，PFAS

の分解では，先述したように様々な副生成物の生成10)，

またその物理化学的特性も多様と予想されるため，複数

のターゲットもしくはノンターゲット分析を組み合わせ

て物質収支を完結する必要がある。図4にSmithらが提案

する収支解析に必要な分析法の整理34)を示す。無機フッ

素，有機フッ素，PFASの階層で，それぞれに適用できる

分析法とその性能が整理されている。なお，有機フッ素

（OF）は，抽出態OFと吸着態OFに分けられていることに

注意されたい。個々の分析法の説明は割愛するが，分析

法の分析性能と課題を踏まえつつ，複数の方法を組み合

わせることで，無機フッ素化に向けた分解技術の開発や

評価が進展することに期待したい。また，これらの技術

は運転管理のためのモニタリングにも役立つ可能性もあ

る。PFASのターゲット分析のコストは極めて高額である

ことから，今後これらの分析技術が有用なモニタリング

の開発に結実されることも期待したい。 

 

5．まとめ 

廃棄物・資源循環分野におけるPFAS対策として，熱処理

とそれに係る分析の現状を紹介し，今後の課題を論じた。

PFOS及びPFOA含有廃棄物の焼却処理に関して知見はある

ものの，規制が予定される，もしくは環境汚染が懸念さ

れるPFASに対する分解効率等の知見は少ない。PFAS含有

廃棄物の種類及びリサイクル方法も広がりつつあり，様

々なケースで実機規模の分解確認試験を実施する必要が

ある。すべてを網羅的に実施することは困難が予想され，

効率的かつ合理的な分析法や評価法，さらに予測法が必

要となろう。また，副生成物への対応も世界的に関心が

高く，鉱物化までの評価を含めると，分析において多く

の作業が必要となる。これまでの研究グループの規模で

は対応できない可能性がある。各専門家が一丸となって

取り組むことが求められる。本誌を発刊されている全国

環境研協議会には多様な専門家が所属されていると思わ

れ，大規模な研究グループを組織するには本協議会が有

用なハブとなりうる。このハブ機能が活かされ，PFASに

関する大きな課題が速やかに解決されることを願いたい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4 PFASの破壊・無機化に係るフッ素収支解析に 

必要な分析法の体系（引用文献34に一部追記） 

バーの縦幅と横幅はそれぞれ感度と分析対象物の範囲を示す。色は得られる構造情

報を示し，緑色になるほど詳細がわかる。以下，略語の説明，EOF: 抽出態有機フ

ッ素，AOF: 吸着態有機フッ素，CIC: 燃焼イオンクロマトグラフィー，PIGE: 粒子

誘起ガンマ線放出法，INAA: 中性子放射化分析，Top assay: 全酸化前駆体分析 

 

 

表6 固体からのPFASの抽出法に関する準公定法及び公定法の比較 

 

※固相吸着材例：弱イオン性ー疎水性ミックスモード型固相カラム（WAX） 
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岡山県吉備中央町における 
有機フッ素化合物検出事案への対応について 

 

岡山県環境保健センター 

 

 

 

 

1．はじめに 

令和5年10月に発覚した岡山県吉備中央町の円城浄水

場の水源である河平ダム（加賀郡吉備中央町下加茂）で

PFOS・PFOAが公共用水域等の暫定指針値（以下「暫定指

針値」という。）50ng/Lを大幅に上回って検出された事

案において，当センターは事案発覚当初から試料の分析

等を担ってきた。 

分析する試料は，これまで当センターでは扱ったこと

のない高濃度でありながら，住民の安全安心や原因の早

期究明のため，正確な分析を速やかに行うことが求めら

れるなど分析機関にあっても困難な事案であった。 

分析に当たっては，担当科である水質科はもとより，

他科の職員も応援を行うなど，当センターの総力を挙げ

て対応し，最終的に汚染の原因が水源上流域の資材置場

に置かれていた使用済み活性炭の可能性が高いという結

論へつながる一端を担ったので，その取組を整理して報

告する。 

 

2．事案発覚時の分析体制 

当センターは，岡山市南部の田園地帯に昭和51年，旧

公害防止センターと旧衛生研究所を統合して設置され，

環境保全及び保健衛生に関する試験検査・調査研究等を

行っている。 

当センターでは，平成14年に敷地内にケミカルハザー

ド対策施設を設置するなど，環境水中の微量化学物質に

係る調査・分析法開発などを積極的に行っている。 

今回問題となったPFOS・PFOAを含む有機フッ素化合物

については，平成21～22年に国立環境研究所のC型共同

研究「有機フッ素化合物の環境実態調査と排出源につい

て」に参加し，環境水中のPFOS・PFOAについて当センタ

ーにおける分析法を確立すると共に，炭素鎖長が異なる

同族体を含む計17物質をモニターできる体制を整備して

いた。 

また，本県が平成11年度から行っている，環境中の内

分泌かく乱作用の疑いのある物質や残留性有機汚染物質

等の存在状況を調べる「化学物質環境モニタリング調

査」（以下「環境モニタリング調査」という。）におい

て，平成22年度からPFOS・PFOAを追加し，県下の河川・

湖沼・海域の水質及び底質についてモニタリングを継続

している1)。 

そのため本事案への対応については，必要な機器や試

薬類を保有していたほか，分析経験を有する職員が複数

名在籍し，ノウハウの蓄積があったことが幸いした。 

 

3．事案発覚の経緯 

水道事業者である吉備中央町が（公財）日本水道協会

の実施する「令和4年度水道統計調査」へ調査協力する

中で，円城浄水場（加賀郡吉備中央町上田西）の上水に

おいて，水質管理目標設定項目であるPFOS・PFOAの暫定

目標値50ng/Lを大きく超える1,400ng/Lが検出されてい

たことについて，令和5年10月13日に県保健所が町へ緊

急対応の必要性を指摘したことが本事案の発覚の契機と

なった2)。なお，令和2年度及び令和3年度も暫定目標値

を上回っていた3） 

 

 4．事案発覚後の対応 

事案発覚後，当センターが分析に協力する形で町の水

道部局により円城浄水場の取水施設等の緊急調査が行わ

れ，その時点でも50ng/Lを大きく超える状況であるこ

と，また，河平ダムを水源とする原水にPFOS・PFOAが含

まれている可能性が高いことが確認された。 

この状況を受け，令和5年10月16日から県環境部局が

汚染範囲の把握と排出源の特定のため，周辺公共用水域

等の現地調査と採水を行い，分析を当センターが行った
4)。（図1及び図2） 

その結果，河平ダムの下流域については，河平ダム直

下流の日山谷川（山王橋）では，460ng/Lであったが，

合流後の宇甘川（大下橋）で，15ng/Lと暫定指針値以下

であることが確認できた。 

一方，河平ダムの上流域について当初，地形図上に掲

載されていた日山谷川（日山ダム）や河平川（河平川砂

防堰堤）を調査したが，異常は確認されなかった。 
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そのため範囲を広げて流入水を調査したところ，地形

図には掲載されていない沢（本事案において「西側沢」

と呼称）が高濃度であることを発見した。西側沢につい

て，更に遡上調査を行い，西側沢に流入している沢水を

ほぼ全て採水し，当センターが分析することで，汚染源

を絞り込むという作業を繰り返した。 

その結果，西側沢の上流域にある広域農道（奥吉備街

道）に隣接する資材置場の直下（地点名F1）において，

62,000ng/Lという非常に高濃度の汚染を確認した。 

当該資材置場には，使用済み活性炭がフレコンバッグ

に入れられて野ざらしで保管されていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図1 河平ダム周辺の水質調査結果 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5．高濃度試料への対応 

水質試料の分析は，環境省水・大気環境局長通知「水

質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行

等について（通知）」（令和2年5月28日付環水大水発第

2005281号・環水大土発第2005282号）の付表1（以下

「公定法」という。）に準じて行った。（図3） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図3 分析フロー 

 

本事案においては，事案発覚当初から1,000ng/Lを超

過するなど，これまで分析したことがない高濃度の試料

を取扱うこととなった。特に，西側沢の上流域では，地

点名F1で62,000ng/Lという非常に高濃度のPFOS・PFOAが

検出された一方，近隣の沢（地点名D1）では，5ng/L未

満と濃度が1万倍以上異なる試料が，濃度レベルが不明

なまま同時に当センターへ搬入される事態となった。 

 そのため，分析に当たっては，実験室や分析機器，器

具の汚染等によるクロスコンタミネーション防止のた

め，次のような対応を行った。 

 

5.1 別部屋及び専用機器での前処理作業 

当センターでは，前述のとおり従前から環境モニタリ

ング調査として，PFOS・PFOAの分析を行っていたが，本

事案の試料については，前処理を別の部屋で行うととも

に，固相抽出操作に係るコンセントレーター等を本事案

専用とすることで，低濃度を扱う環境モニタリング調査

への影響を防止した。また，高濃度試料に使用したガラ

ス器具の廃棄や地点ごとに同じガラス器具を使用する対

応も併せて行った。 

 

5.2 試料分取量の削減 

前述の環境モニタリング調査におけるPFOS・PFOA分析

では，公定法に準じて，試料量を測定1回当たり1L使用

するため，1地点当たり2併行分とその予備として計4L採

水しており，当センターでの定量下限値は，PFOSとPFOA

でそれぞれ0.1ng/Lを設定していた。 

本事案においても事案発覚当初は，1地点当たり4Lの

採水を県環境部局に依頼していたが，徒歩で沢を遡上し

100mL*分取 サロゲート物質添加

コンセントレーター Oasis WAX plus

0.5%アンモニア水/メタノール　5mL

窒素濃縮 約0.2mLまで

メタノール/水 (1:1 v/v)　1mL

定量，濃度算出

*本事案での試料量

LC/MS/MS測定

試　料

固相抽出

溶　出

濃　縮

定　容

資材置場 

図2 西側沢上流域の水質調査

結果 
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ながら現地調査を行う現場サイドから，試料量削減の要

望があった。 

この要望について検討した結果，測定1回当たりの試

料量を100mLに削減しても，暫定指針値（PFOS・PFOAの

合計値）の50ng/Lに係る報告下限値であるPFOSとPFOAで

それぞれ2.5ng/Lを満足できると判断し，2併行分の測定

とその予備を含め500mLのポリ容器1本で可能となるよう

に作業マニュアルを別途作成した。 

試料量を減らしたことにより，現場での試料採取時や

運搬時のコンタミネーションのリスクが軽減されるとと

もに，その後の分析操作での負担軽減にもつながった。 

 

5.3 試料分取・希釈方法の変更 

試料が非常に高濃度であったため洗浄・再利用を前提

としているガラス器具はできるだけ使用を避け，可能な

限りディスポーザル容器等を使用した。特に前述のとお

り試料を100mLはかり取る際にはディスポーザブル容器

と秤を用いて重量で行った。 

また，希釈試料を作成する際には，ピペットチップ

（マイクロピペット）と予め超純水を入れたディスポー

ザブル容器を用いて希釈を行い，更に希釈した試料を作

成する場合には，再希釈用の試料から希釈することで，

採取容器や原液に接触する機会を減らした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図4 試料の分取・希釈方法 

 

5.4 2名体制での分取・希釈 

現地で採水を行った採取容器の表面が高濃度試料で汚

染されている可能性を考慮し，当センター搬入時には，

必ず容器表面を洗浄した。それでも汚染が残留している

可能性があるため，前処理作業に当たっては，高濃度汚

染の可能性のある採取容器を取り扱う者（汚染物担当）

と分取容器の取扱いやピペッティングを行う者（清浄物

担当）を分け，また操作ごとに手袋を交換することで，

汚染の拡散防止を図った。 

なお，現地で採水を行う県環境部局の職員に対して

も，地点ごとの手袋交換を徹底するよう要請した。 

 

 6．資材置場等の土壌調査 

別途実施された資材置場に保管されていた使用済み活

性炭の溶出量試験の結果，高濃度のPFOS・PFOAが確認さ

れたことから，資材置場内9箇所及び資材置場周辺9箇所

の表層土壌について，当センターで分析を行った5)。

（図5） 

 分析は，「土壌中のPFOS，PFOA及びPFHxSに係る暫定

測定方法（溶出量試験）」6)に準じて行った。 

 その結果，使用済み活性炭が保管されていた資材置場

内9箇所では，62〜750,000ng/Lとなり，最も高い

750,000ng/Lの土壌試料が採取された地点（置8）は，高

濃度のPFOS・PFOAが検出された使用済み活性炭が採取さ

れた地点の近傍であった。 

なお，資材置場周辺では，15〜47ng/Lであった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図5 資材置場及び周辺の表層土壌の採取地点 

 

 7．直鎖体・分岐異性体及び同族体の解析 

吉備中央町は，原因究明及び浄化等の対策を検討する

ため外部有識者で構成する原因究明委員会（以下「町原

因究明委員会」という。）を設置し，令和5年12月25日

に第1回会合を開催した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図6 吉備中央町原因究明委員会 

 

委員から使用済み活性炭に含まれていたPFOS・PFOAが

土壌・地下水を経由して周辺に拡散したことを確認する

ため，水質試料と土壌試料について直鎖体と分岐異性体
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の構成割合及び炭素鎖長が異なる同族体の構成割合の比

較について提案7)があり，当センターが解析を行った。 

 

7.1 直鎖体・分岐異性体の解析 

直鎖体・分岐異性体の解析は，水質3試料，土壌9試料

（資材置場表層6試料及び資材置場周辺表層3試料）につ

いて行った8)。（図7） 

本事案試料には，PFOAが高濃度で含まれていたことか

ら，PFOAの直鎖体及び分岐異性体を解析対象とした。 

PFOAの直鎖体及び分岐異性体は，液体クロマトグラフ

のカラムでの保持時間が異なることから，図8の例のよ

うに質量分析計のクロマトグラムでは異なるピークとし

て検出されるため，双方のピーク面積の比率から分岐異

性体の存在割合を算出した。 

その結果，いずれの試料も直鎖体が多くを占めていた

が，PFOA濃度が低い試料では，分岐異性体の構成割合が

高くなる傾向を示した。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図7 分岐異性体の構成割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図8 PFOAのクロマトグラムの例 

 

7.2 同族体の解析 

 同族体の解析は，水質5試料及び土壌9試料（資材置場

表層6試料及び資材置場周辺表層3試料）について行った
9)。 

 公定法で示されている標準品に含まれているペルフル

オロカルボン酸(PFCAs)13物質及びペルフルオロスルホ

ン酸(PFSAs)4物質の計17物質（表1）の構成割合を対象

とした。 

その結果，同族体のうち，PFBA(C4)～PFUdA(C11)及び

PFBS(C4)～PFOS(C8)の11物質は，1試料以上で定量下限

値を超えて検出されたが，それ以外の6物質

（PFDoA(C12)～PFODA(C18)及びPFDS(C10)）は，全ての

試料で定量下限値未満であった。そのため，この6物質

は，構成割合の算定から除外した。（図9） 

 PFOAの構成割合が極めて高いため，PFOAを除く同族体

のうち定量下限値を超えて検出された同族体の構成割合

を比較すると，西側沢F1の水質試料と溶出量が

750,000ng/Lを検出した土壌試料（置場8），そして資材

置場内に設置されたモニタリング井戸（MW1）で採取さ

れた地下水試料の構成が類似していた9)。（図10） 

これら直鎖体・分岐異性体の構成割合や同族体の構成

割合が根拠の一つとなり，令和6年9月5日に町原因究明

委員会は，本事案の原因を「資材置場に置かれていた使

用済み活性炭と考えることが妥当である。」と結論づけ

た9)。 

 

表1 解析対象の同族体 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※定量下限値未満の場合は定量下限値に1/2を乗じて算出 

図9 同族体の構成割合（モル比） 

 

 

190 



 

＜特集＞PFASの現状と課題 
 

    

〔 全国環境研会誌 〕Vol.50 No.4（2025） 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※定量下限値未満の物質は定量下限値に1/2を乗じて算出 

図10 PFOAを除く同族体の構成割合（モル比） 

 

 8．モニタリング体制の強化 

本事案以前から，本県では前述の環境モニタリング調

査においてPFOS・PFOA及びPFHxSを調査するとともに，

水質汚濁防止法に基づく公共用水域等の常時監視におい

てPFOS・PFOAを監視していたが，本事案で得た知見を踏

まえ，環境モニタリング調査において，今年度から長鎖

の有機フッ素化合物であるPFNA(C9)，PFDA(C10)，

PFUdA(C11)，PFDoA(C12)を追加し，モニタリング体制を

強化するとともにデータや分析ノウハウの蓄積を図るこ

ととしている。 

 

 9．おわりに 

本事案は，全国的にも注目を集めた事案であり，原因

究明については一区切りついたものの，住民の健康不安

への対応や浄化対策等，事案解決に向け課題は山積して

いる。 

 当センターは，引き続き現場周辺の継続モニタリング

に係る分析などを担うが，今後とも「県民の安全・安心

を科学的・技術的側面から保障する機関」としての役割

を果たせるよう，施策の基本となる基礎的科学データの

収集や解析，緊急時の迅速で的確な対応に資する試験検

査，監視測定及び調査研究を実施していく。 

 最後に，本事案を含め，当センターの化学物質分析に

対し，これまで多大なるご助言・ご協力をいただいた関

係機関の皆様に対し，心より御礼申し上げたい。 
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＜報 文＞ 

 

サンプリング時間を短縮するためのフィルターパック法の検討＊ 
 

―硝酸ガス捕集にナイロンろ紙の代わりにフッ化ナトリウム含浸ろ紙を用いた方法― 

 

野口 泉**・山口高志** 

 

キーワード ①硝酸ガス ②フィルターパック ③フッ化ナトリウム含浸フィルター ④圧力損失 

 

要   旨 

 アクティブサンプリングにおいては，流量を大きくすることで捕集量を増やし，時間分解能を上げることができる。し

かし，フィルターパックの場合は，HNO3捕集に用いるナイロンろ紙の圧力損失が大きいことが律速となる。そこで，圧力

損失の少ないHNO3捕集方法としてNaF含浸ろ紙の評価を行うべく並行試験を行った。その結果，SO2を除く成分の濃度では

両者とも良い一致を示し，ナイロンろ紙とNaF含浸ろ紙に有意な差は認められなかった。SO2濃度測定においては，NaF含浸

ろ紙の抽出にH2O2溶液を用いることによって濃度が一致することが認められた。このことから，NaF含浸ろ紙の活用により，

より短時間で多成分同時の捕集が可能となった。 

 

 

 

1．はじめに 

大気中の粒子およびガス成分濃度を測定する方法は，

自動測定装置を用いた機器測定法も用いられるが，一般

環境中の粒子成分全般やガスの種類によっては，市販で

長期モニタリングに適した機器測定法はまだ普及してお

らず，捕集して測定する方法が用いられている。特にフ

ィルターパック法（FP法）はアーティファクトの影響を

受けるが，安価で簡便な方法であり，広域あるいは国際

的モニタリングネットワークにおいて活用されてきた

1-4)。FP法はアクティブサンプリングのため，パッシブサ

ンプラー法などより時間分解能が高いが，一般的な自動

測定装置によって得られる1時間値を得るには困難であ

り，通常は短くても1日単位での測定となる。しかしなが

ら，発生源との関連を明らかにすることや健康影響およ

び生態系影響評価のため沈着量算出にはより短時間の濃

度変動を把握することが重要となる。例えば，反応性窒

素の場合は二酸化窒素（NO2）および一酸化窒素（NO）は

一般的な自動測定装置によって時間値が得られるが，硝

図1 並行試験に使用したナイロンフィルター（FP1）および NaF含浸ろ紙（FP2）を用いたフィルターパック法 
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酸ガス（HNO3），亜硝酸ガス（HONO）および粒子状硝酸

イオン（NO3
-），還元態窒素であるアンモニアガス（NH3），

粒子状アンモニウムイオン（NH4
+）などの場合は時間分解

能を高く測定するために，分析定量下限以上の捕集量を

得るべく，流量を多くする必要がある。この時に制限が

かかるのがろ紙の抵抗，いわゆる圧力損失である。中で

も沈着速度が大きく，濃度が低くとも窒素沈着量に対す

る寄与が大きいHNO3の捕集に用いられるナイロンろ紙の

圧力損失は大きく，流量を大きくする場合の律速となっ

ている。このことから，圧力損失の少ないHNO3捕集方法

としてフッ化ナトリウム（NaF）含浸ろ紙の検討を行った。

なお，塩化ナトリウム（NaCl）含浸ろ紙を用いる方法が

あるが5，6)，発生する塩化水素ガス（HCl）が後段の炭酸

カリウム（K2CO3）などのアルカリ含浸ろ紙に捕集されて

測定誤差が生じることが考えられる。HClはNaCl粒子と

HNO3ガスとの反応によるクロリンロスの情報として重要

であることから，ここでは採用しなかった。 

 

2．方法 

2.1 採取方法 

並行試験は，2009年4-6月の72日間，札幌において，1

日単位10 LPMが4試料，2日単位10 LPMが2試料，週単位4 

LPMが9試料の15試料で行った。図1に並行試験を行った2

つのフィルターパック法であるナイロンフィルターを用

いた方法（FP1）およびNaF含浸ろ紙を用いた方法（FP2）

の構成を示す。いずれも6段のNILUフィルターホルダーで

ある。 

FP1における各ろ紙の構成を以下に示す。 

I0：前段に粒径10µm以上の粗大粒子を分離するポリカ

ーボネート性のインパクタの後に，粗大粒子を慣性衝突

で捕集するテフロンバインダーろ紙（東京ダイレック

T60A20 20mmΦ） 

F0：テフロンろ紙（ADVANTEC T080A047A） 

F1：ナイロンフィルター（Pall N66フィルター） 

F2およびF2’：アルカリ含浸ろ紙（ADVANTEC No.51Aを

6％K2CO3+2％グリセリン溶液に浸潤・半乾燥） 

F3：酸含浸ろ紙（ADVANTEC No.51Aを5％リン酸+2％グ

リセリン溶液に浸潤・半乾燥） 

なお，FP2の場合は，F1以外はFP1の場合と同様であり，

FP2のF1はNaF含浸ろ紙（ADVANTEC No.51Aのろ紙にメタ

ノール+水（1：9）にNaF 1％+グリセリン1％を溶かした

溶液で浸潤・半乾燥）を用いている。試薬にNaFを選択し

たのは，拡散デニューダ法で用いられていることからで

ある7)。捕集原理は以下の通りである。 

NaF+HNO3(g)→NaNO3+HF(g) 

 各成分濃度は以下の捕集量を吸引量で除して得られる。 

粒子成分＝対象イオン成分（I0）+対象イオン成分(F0) 

HNO3＝NO3
-
(F1)  

表1 ナイロンフィルター（FP1）および NaF含浸ろ紙（FP2）を用いた 

フィルターパック法による粒子中水溶性イオン成分及びガス成分濃度 
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HONO＝NO2
-
(F1)+NO2

-
(F2)+NO3

-
(F2)-NO2

-
(F2’)-NO3

-
(F2’) 

SO2＝SO4
2-

(F1)+SO4
2-

(F2)+SO4
2-
(F2’) 

HCl＝Cl-
(F1)+Cl

-
(F2)+Cl

-
(F2’) 

NH3＝NH4
+
(F1)+NH4

+
(F3) 

 

2.2 抽出および分析方法と定量下限値 

捕集後のろ紙は，15mLのポリプロピレン製テストチュ

ーブに回収し，I0，F0，F1およびF3は10mLの純水を，F2

およびF2’は10mLの0.3％H2O2溶液を添加後，20分間超音波

抽出した。 

分析にはイオンクロマト法を用い，陰イオンはDionex 

ICS-2000，陽イオンはDionex ICS-1500を用いた。なお， 

FP2法のF1の一部では抽出した試料溶液に0.3％となるよ

うにH2O2の添加を行った。また粒子状イオン成分の分析に

際しては0.20μmのPTFEシリンジフィルターで不溶性成

分を除去するため，ろ過を行なっている。 

ろ紙ブランクの繰り返し分析などから求めたFP1法に

おけるNO3
-，HNO3およびHONO濃度の定量下限は，（4 LPM，

1週間）で，それぞれ0.3，0.3および0.6 nmol m-3であり

（検出下限は，0.1，0.1および0.2 nmol m-3），FP2法の

HNO3濃度の定量下限は0.6 nmol m-3（検出下限は，0.2 nmol 

m-3）であり，定量下限値以下の場合，平均値の算出など

にはその半値を用いた。 

 

3．結果と考察 

調査結果を表1に示す。図2および3に示すとおり，粒

子成分であるNO3
-，SO4

2-，Cl-，NH4
+濃度におけるFP1（ナ

イロンろ紙使用）とFP2（NaF含浸ろ紙使用）の比較では，

両者の差はNO3
-およびCl-においてt分布の両側検定で棄

却されたが，傾きは1.08-1.04の範囲で両者とも良い一

致を示した。粒子成分は，FP1ろ紙の違いによる影響は

受けないはずであり，この結果から，並行試験による風

上および風下などのフィルターパック設置条件や分析

上の誤差などの影響，また後段のガス成分への漏れなど

の影響も小さいものと判断された。なお，ここではイン

パクタによって捕集された粗大粒子（I0）とテフロンろ

紙上に捕集されたPM10の粒子成分（F0）の合計で評価を

行っている。 

ガス状のHNO3，SO2，HCl，NH3およびHONOでは，HClで

ばらつく場合も見られたが，SO2を除く成分の濃度では

両者の差は有意には認められず，傾きも1.09-0.97の範

囲で両者とも良い一致を示した。一方，SO2濃度におい

ては，有意な差が認められ，傾きも0.79とNaF含浸ろ紙

を用いた場合に濃度が低い傾向が認められた。この原因 

図2 ナイロンフィルター（FP1）および NaF含浸ろ紙（FP2）を用いた 

フィルターパック法による粒子中の水溶性イオン成分濃度 
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図4 ナイロンフィルター（FP1）を用い純水で抽出した場合とNaF含浸ろ紙（FP2）を 

用い0.3％の過酸化水素溶液で抽出した場合の SO2濃度 

図3 ナイロンフィルター（FP1）および NaF含浸ろ紙（FP2）を用いたフィルターパック法によるガス成分濃度 
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